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重 要 事 項 説 明 書 
 
 

春圃苑指定居宅介護支援事業所は  
介護保険の指定を受けています。  

 
（宮城県指定 第０４７０５０１１１５号）  

 
 

当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業

所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の

とおり説明します。  
 
☆居宅介護支援とは  

ご契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービ

スを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。  
○ ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をお伺いして、

「居宅サービス計画 (ケアプラン )」を作成します。  
○ ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよ

う、ご契約者及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整

を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。  
○ 必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計

画を変更します。  
  
＊  当サービス利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された

方が対象となります。また、要介護認定をまだ受けていない方でもサービ

スの利用は可能です。  
 
 
 

 
 

春圃苑指定居宅介護支援事業所  
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１．事業者  
 ⑴ 法人名    社会福祉法人 春圃会 

 ⑵ 法人所在地  宮城県気仙沼市本吉町中島３５８番地３ 

 ⑶ 電話番号   ０２２６－４２－３１００ 

 ⑷ 代表者氏名  理事長 菅原 和幸 

 ⑸ 設立年月   平成２年７月１２日  
 
２．事業所の概要  
 ⑴ 事業所の種類 指定居宅介護支援事業所 

 ⑵ 事業の目的  春圃苑指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、要

介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を

提供することを目的としています。 

 ⑶ 事業所の名称 春圃苑指定居宅介護支援事業所  
          平成２８年６月１日宮城県指定０４７０５０１１１５号  
 ⑷ 事業所の所在地 宮城県気仙沼市本吉町津谷明戸３番地 

 ⑸ 電話番号   ０２２６－３１－１１７０ 

 ⑹ 管理者    佐藤 由香 

 ⑺ 開設年月   平成２８年６月１日 

 ⑻ 当事業所の運営方針  
  ① ご利用者が要介護状態となった場合、可能な限り居宅において、その

能力において自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行いま

す。  
  ② ご利用者の心身の状態や置かれている環境等に応じて、ご利用者の選

択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業

者から、総合的かつ効率的に適用されるように配慮して行います。  
  ③ ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って、提

供する指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業

者に不当に偏ることのないよう、複数の事業所の紹介を求めることがで

きます。また、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めること

ができ利用者の意志に基づいたサービスが利用できるように公正中立に

行います。前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及

び地域密着型通所介護（以下この⑵において「訪問介護等」という。）

がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月

間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画

に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービ

ス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが
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占める割合（上位３位まで）等につき十分説明を行います。 

また、前６月間については、毎年度２回、次の期間における当該事業所に

おいて作成された居宅サービス計画を対象とする。 

①前期（３月１日から８月末日） 

②後期（９月１日から２月末日） 

  ④ 市町村、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護

保険施設等との連携に努めて、居宅介護支援を行います。  
  ⑤ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等ため、

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を行います。 
  ⑥ 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 介 護 支 援 を 提 供 す る に 当 た っ て

は 、 介 護 保 険 等 関 連 情 報 そ の 他 必 要 な 情 報 を 活 用 し 、 適 切 か つ 有 効 に 行 い
ま す 。  

 
３．事業実施地域及び営業時間  
 ⑴ 通常の事業の実施地域  気仙沼市本吉町・南三陸町（港地区及び田の

浦地区に限る。）  
 ⑵ 営業日及び営業時間  

営業日  
月曜日から金曜日としています。ただし、国民の祝日及び年

末年始（１２月２９日から１月３日）はお休みします。  

受付時間  
電話等により２４時間連絡可能です。  
夜間受付は電話４２－３１００（春圃苑）にお願いします。  

サービス  
提供時間  

午前８時３０分から午後５時３０分までとなります。  

 
４．職員の体制  
 当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員

として、次の職種の職員を配置しています。  
＜主な職員の配置状況＞  
 

常勤専従  常勤兼務  
非常勤  
専従  

備   考  

管理者   １人   介護支援専門員と兼務  

介護支援専門員  ４人     

 
５．当事業所が提供するサービス内容と利用料金  
 当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。また、当事
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業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付

されますので、ご契約者の利用料負担はありません。  
 ⑴ サービスの内容と利用料金  
 ＜サービスの内容＞  
  ①居宅サービス計画の作成  
   ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環

境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サ

ービス、福祉サービス（以下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的

かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。 
 ＜居宅サービス計画の作成の流れ＞  
  イ 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を

担当させます。  
  ロ 居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居

宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料金等の情報を適正

にご契約者又はそのご家族等に対して提供して、ご契約者にサービスの

選択を求めます。  
  ハ 介護支援専門員は、ご契約者及びそのご家族の置かれた状況等を考慮

して、ご契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービス

を提供するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作

成します。  
  ニ 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込

んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分

したうえで、その種類、内容、利用料金等についてご契約者及びそのご

家族等に対して説明し、ご契約者の同意を得たうえで決定するものとし

ます。  
  ②居宅サービス計画作成後の便宜の供与  
   ・ご契約者及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継

続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。  
   ・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅

サービス事業者等との連絡調整を行います。  
   ・ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を

行います。  
  ③居宅サービス計画の変更  
   ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅

サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合

意に基づき、居宅サービス計画を変更します。  
  ④介護保険施設への紹介  
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   ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められ

る場合又はご利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、

介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。  
 ＜サービス利用料金＞  
  ① 居宅介護支援に関するサービス利用料金について、別紙に定めるとお

り事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相

当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、ご契約者の自己負担は

ありません。  
  ② ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービ

ス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサ

ービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。その際に、当

該利用料金の金額を記載した指定居宅介護支援提供証明書を交付いたし

ます。  
  ③ ご契約者が要介護認定申請後、暫定居宅サービス計画を作成し、居宅

サービスを受け、要介護認定前に死亡若しくは入院し、要介護認定が行

われなかった場合、又は自立と認定された場合にも、下記の料金の全額

をお支払いいただきます。  
  ④ 居宅介護支援費と加算につきましては、別紙「春圃苑指定居宅介護支

援事業所加算一覧表をご参照願います。  
 ⑴ 利用料金のお支払い方法  
   別紙春圃苑指定居宅介護支援費の料金・費用は、１か月ごとに計算し、

ご請求しますので、翌月２０日までに次のいずれかの方法でお支払い下さ

い。  
  ① 指定口座への振込み  
    ・新みやぎ農業協同組合 本吉支店 普通貯金 7189764 
           社会福祉法人春圃会 理事長 菅原 和幸  
    ・東日本信用漁業協同組合連合会 気仙沼支店  

普通貯金 6498222 
           社会福祉法人春圃会 理事長 菅原 和幸  
    ・津谷郵便局 02210－5－46292 
           社会福祉法人春圃会 理事長 菅原 和幸  
    ・気仙沼信用金庫 津谷支店 普通預金 0213419 
           社会福祉法人春圃会 理事長 菅原 和幸  
  ② 金融機関口座からの自動引き落とし  
    ・気仙沼信用金庫  ・新みやぎ農業協同組合  
    ・東日本信用漁業協同組合連合会   ・郵便局  
  ③ 春圃苑窓口での現金払い  
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６．サービスの利用に関する留意事項  
 ⑴ サービス提供を行う介護支援専門員 

   サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

 ⑵ 介護支援専門員の交替（契約書第７条参照）  
  ① 当事業者からの介護支援専門員の交替  
    当事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。

その場合には、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよ

う十分に配慮するものとします。  
  ② ご契約者からの交替の申し出  
    選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援

専門員が業務上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を

明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることが

できます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできま

せん。  
 
７．指定居宅介護支援の具体的取扱方針  
 ⑴ 当事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関す

る業務を担当させます。 

 ⑵ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

ご利用者又はそのご家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行います。 

 ⑵の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を

行ってはならないものとします。 

 ⑵の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 

 ⑶ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、ご利用者の

自立した日常生活の支援を効果的に行うため、ご利用者の心身又はご家族

の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われ

るように配慮します。 

 ⑷ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、ご利用者の

日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医

療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動による

サービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めます。 
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 ⑸ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、ご利

用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サー

ビス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正にご利用者

又はそのご家族に対して提供します。 

 ⑹ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法

により、ご利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定

居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じてご利用者が現に

抱える問題点を明らかにし、ご利用者が自立した日常生活を営むことがで

きるように支援する上で解決すべき課題を把握するよう努めます。 

 ⑺ 介護支援専門員は、⑹に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセス

メント」という。）に当たっては、ご利用者の居宅を訪問し、利用者及びそ

のご家族に面接して行います。この場合において、介護支援専門員は、面

接の趣旨をご利用者及びそのご家族に対して十分に説明し、理解を得るよ

うに行います。 

 ⑻ 介護支援専門員は、ご利用者の希望及びご利用者についてのアセスメン

トの結果に基づき、ご利用者のご家族の希望及び当該地域における指定居

宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握

された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せにつ

いて検討し、ご利用者及びそのご家族の生活に対する意向、総合的な援助

の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその

達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上

での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成します。 

 ⑼ 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービ

ス計画の作成のために、ご利用者及びそのご家族の参加を基本としつつ、

居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下

この条において「担当者」という。）を招集して行う会議（テレビ電話装置

その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行

うことができるものとします。ただし、ご利用者又はそのご家族（以下こ

の号において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電

話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）をい

う。以下同じ。）の開催により、ご利用者の状況等に関する情報を担当者と

共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者

から、専門的な見地からの意見を求めることができるものとします。ただ

し、ご利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主

治の医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」という。）の

意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合に
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ついては、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものと

します。 

 ⑽ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居

宅サービス計画の原案の内容についてご利用者又はそのご家族に対して説

明し、文書によりご利用者の同意を得るものとします。 

 ⑾ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サー

ビス計画を利用者及び担当者に交付します。 

 ⑿ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事

業者等に対して、訪問介護計画等指定居宅サービス等基準において位置付

けられている計画の提出を求めます。 

 ⒀ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実

施状況の把握（ご利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、

必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連

絡調整その他の便宜の提供を行うものとします。 

 ⒀の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情

報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口

腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認め

るものを、利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供するものと

する。 

 ⒁ 介護支援専門員は、第１３号に規定する実施状況の把握（以下「モニタ

リング」という。）に当たっては、ご利用者及びそのご家族、指定居宅サー

ビス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、

次に定めるところにより行なうものとします。 

  イ 少なくとも１月に１回、ご利用者に面接します。 

  ロ イの規定による面接は、ご利用者の居宅を訪問することによって行い

ます。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月

に１回、ご利用者の居宅を訪問し、ご利用者に面接するときは、ご利用

者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、ご

利用者に面接することができるものとします。 

   ① テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により

ご利用者の同意を得ていること。 

   ② サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

    (ⅰ ) 利用者の心身の状況が安定していること。 

    (ⅱ ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができ

ること。 
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    (ⅲ ) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングで

は把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

  ハ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録します。 

 ⒂ 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の

開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専

門的な見地からの意見を求めることができるものとします。ただし、やむ

を得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を

求めることができるものとします。 

  イ 要介護認定を受けているご利用者が要介護更新認定を受けた場合 

  ロ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け

た場合 

 ⒃ 第３号から第１２号までの規定は、第１３号に規定する居宅サービス計

画の変更について準用します。 

 ⒄ 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的

かつ効率的に提供された場合においても、ご利用者がその居宅において日

常生活を営むことが困難となったと認める場合又はご利用者が介護保険施

設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の

便宜の提供を行うものとします。 

 ⒅ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介

護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよ

う、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとします。 

 ⒅の２ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数

以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、

当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該

居宅サービス計画を市町村に届け出るものとします。 

 ⒅の３ 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において

作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る

居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス

費及び特例地域密着型介護サービス費の総額が法第４３条第２項に規定す

る居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に

係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣

が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった

場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当

性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載する

とともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出るものとします。 
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 ⒆ 介護支援専門員は、ご利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の

医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、ご利用者

の同意を得て主治の医師等の意見を求めることができるものとします。 

 ⒆の２ 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成

した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付することとしま

す。 

 ⒇ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーシ

ョン等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに

係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サー

ビス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居

宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されて

いるときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとします。 

 (21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所

療養介護を位置付ける場合にあっては、ご利用者の居宅における自立した

日常生活の維持に十分に留意するものとし、ご利用者の心身の状況等を勘

案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所

療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えな

いように行うものとします。 

 (22) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合

にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要

な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催

し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続

して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計

画に記載するものとします。 

 (23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける

場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販

売が必要な理由を記載することとします。 

 (24) 介護支援専門員は、ご利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見

又は指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類について

の記載がある場合には、ご利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、

その内容に沿って居宅サービス計画を作成するものとします。 

 (25) 介護支援専門員は、要介護認定を受けているご利用者が要支援認定を受

けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を

提供する等の連携を図るものとします。 

 (26) 指定居宅介護支援事業者は、地域包括支援センターの設置者である指定

介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっ



１０  

ては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居

宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮を行うものとします。 

 (27) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、

同条第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は

情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これ

に協力するようにします。 

 
８．指定居宅介護支援サービス契約の終了について  
  契約の有効期間は、契約締結の日からご契約者の要介護認定の有効期間満

了日までですが、契約期間満了の２日前までにご契約者から契約終了の申し

入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となりま

す（契約書第２条参照）。また、契約期間中は、以下のような事由がない限り、

継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当

するに至った場合には、当事業所との契約は終了します（契約書第１３条参

照）。  
  ① ご契約者が死亡した場合  
  ② 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合  
  ③ ご契約者が介護保険施設に入所又は入院した場合  
  ④ 当事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により

事業所を閉鎖した場合  
  ⑤ 当事業所が介護保険の指定を取消された場合又は指定を辞退した場合  
  ⑥ ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下を

ご参照下さい。）  
  ⑦ 当事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。） 
 ⑴ ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第１４条、第１５条参

照）  
   契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することがで

きます。その場合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書

をご提出ください。  
   ただし、次の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。  
  ① 当事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合  
  ② 当事業者の介護支援専門員及びその他の従業者が正当な理由なく本契

約に定める居宅介護支援を実施しない場合  
  ③ 当事業者の介護支援専門員及びその他の従業者が守秘義務に違反した

場合  
  ④ 当事業者の介護支援専門員及びその他の従業者が故意又は過失により

ご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他
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本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合  
 ⑵ 当事業者からの契約解除の申し出（契約書第１６条参照）  
   次の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあり

ます。  
  ① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につ

いて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を

継続しがたい重大な事情を生じさせた場合  
  ② ご契約者が、故意又は重大な過失により当事業者又はサービス従事者

若しくは他のご利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著

しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事

情を生じさせた場合  
 
９．苦情の受付について（契約書第１７条参照）  
 ⑴ 苦情の受付  
   当事業所に対する苦情やご相談は次の専用窓口で受け付けます。  
    ○苦情対応責任者  
      [職名 ] 特別養護老人ホーム春圃苑 苑 長 阿部 勝造  
    ○苦情受付窓口（担当者）  
      [職名 ] 春圃苑指定居宅介護支援事業所 管理者 佐藤 由香  
    ○受付時間  月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０  
 ⑵ 行政機関その他苦情受付機関  

気仙沼市保健福祉部  
高齢介護課  

所在地 気仙沼市八日町１丁目１番１号  
電話番号 ０２２６－２２－３４６２  

気仙沼市本吉総合支所  
市民福祉課  

所在地 気仙沼市本吉町津谷舘岡１０  
電話番号 ０２２６－４２－２９７５  

南三陸町  
保健福祉課 高齢者福祉係  

所在地 本吉郡南三陸町志津川字沼田１４

番地３  
電話番号 ０２２６－４６－３０４１  

宮城県国民健康保険団体連合

会  
所在地 仙台市青葉区上杉一丁目２番３号  
電話番号 ０２２－２２２－７７００  

宮城県社会福祉協議会  
所在地 仙台市青葉区上杉三丁目３番１号  
電話番号 ０２２－７１６－９６７４  

 ⑶苦情処理の体制及び手順について(別紙「社会福祉法人春圃会の苦情解決制

度についてのお知らせ」参照) 
１０．秘密保持について（契約書第１１条参照）  
  ① 当事業所の介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由

なく、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を漏洩しません。  
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  ② 当事業者は、介護支援専門員その他の従事者であった者が、正当な理

由なく、業務上知り得たご利用者又はご家族の秘密を漏洩しないよう職

員との雇用契約において必要な措置を講じています。  
  ③ 当事業者は、サービス担当者会議等において、ご利用者及びそのご家

族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ、文書により同意を得るもの

とします。  
１１．事故発生時の対応  
  ① 当事業者は、ご利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が

発生した場合には速やかに市町村、ご利用者のご家族等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じます。  
  ② 当事業者は、ご利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償す

べき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。ただし、

その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合に

は、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときに

限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。  
１２．虐待の防止について  
  ①当該事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会 (テレビ

電話装置等も活用し行う )を定期的に開催し、その結果については介護

支援専門員に周知を図ります。  
  ②当該事業所における虐待の防止の指針を整備します。  
  ③当該事業所におけて介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修

会を定期的に実施します。  
  ④当該事業所において適切に研修会を実施するために担当者を決定し

ます。  
１３．その他  
  ① ご契約者に提供した居宅介護支援について記録を作成し、その完結の

日から５年間保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲

覧させ、希望により複写物を交付するものとします。  
  ② ご契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他ご契

約者から申し出があった場合には、ご契約者に対し、直近の居宅サービ

ス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。  
  ③ その他諸々のご要望、お問い合わせにつきましては、ご遠慮なくお申

し出でお願い致します。  
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指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の

説明を行いました。  
 
 

令和  年  月  日  
 所 在 地 宮城県気仙沼市本吉町中島３５８番地３  

           法 人 名 社会福祉法人  春圃会  
           代表者氏名 理事長 菅原 和幸  
 
           事 業 所 名  春圃苑指定居宅介護支援事業所  

 説明者職名  介護支援専門員  
 
                   氏名              
 
 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支

援サービスの提供開始に同意しました。  
 
 

令和  年  月  日  
 

利用者住所                        
 

氏   名                        
 

署名代行者住所                      
 

氏   名             （続柄     ）  
 
 

※  この要項事項説明書は、厚生省令第３８号（平成１１年３月３１日）第４条

の規定に基づき利用申込者またはその家族への重要事項説明のために作成

したものです。  
 
 
                         令和７年９月１日作成  
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個 人 情 報 提 供 同 意 書 
 
 
春圃苑指定居宅介護支援事業所  御 中  
 
 

私は、居宅サービス計画書及び別紙調査用紙に記載された内容につき、契約

者がサービスの提供を受けるために必要な限度で、貴事業者が個人及びその家

族に関する情報を用いることに同意します。  
 
 
 
 
         令和  年  月  日  
 
 
 

契約者氏名                   
 

契約者家族氏名         (続柄   )  
 

              (続柄   )  
 

              (続柄   )  


